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■事業内容■ 

  

１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 
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 国土交通省は平成 16 年 4 月 23 日、河川流域の住民にとってわかりやすい河川水質の新指標案を

とりまとめ、発表しました。 

 この新指標項目案は今後の水質管理の目標である 

（1）人と河川の豊かなふれあい 

（2）豊かな生態系 

（3）利用しやすい水質 

（4）下流域や滞留水域に影響の少ない水質 

の 4 つの基本的な視点から必要な指標項目をそれぞれ整理し、最低限測定すべきものを絞り込んで

策定されました。 

 特色としては、河川管理計画への住民参加を推進している河川法の趣旨に基づき、「河川等管理者

による測定項目」とは別に「住民との協働による測定項目」を設置しています。また、平常時だけでな

く雨天時、渇水時の水質測定を把握していく方針で、雨天時調査などに必要な項目も別に定めてい

ます。 

 国土交通省では平成 16年 5月から、9つの一級河川でこの新指標項目について測定を試行してい

く方針です。 
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